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一 

 



 

そ
こ
で
、
そ
れ
ら
国
民
の
意
を
代
弁
す
べ
く
、
さ
き
に
「
東
大
農
学
部
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
民
間
企
業
に
よ
る
不

正
使
用
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」（
昭
和
六
十
年
五
月
二
十
二
日
提
出
・
質
問
第
三
四
号
）
を
提
出
し
た
と
こ

ろ
、
そ
れ
に
対
す
る
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
〇
二
第
三
四
号
）
は
、
答
弁
内
容
の
欠
落
（
質
問
三
、
四
、
五
、
六
、

七
、
八
等
）
を
は
じ
め
、
事
実
に
反
す
る
も
の
な
ど
、
極
め
て
不
十
分
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
つ
た
。
そ 

年
四
月
、
年
間
約
二
千
八
百
万
円
の
レ
ン
タ
ル
契
約
に
よ
つ
て
日
本
電
気
株
式
会
社
（
以
下
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
と
略
す
。
）

か
ら
導
入
し
た
研
究
用
中
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
、
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
の
社
員
等
に
よ
つ
て
「
ソ
フ
ト
開
発
」
等
自
社
業
務

の
た
め
に
、
納
入
後
長
期
間
に
わ
た
つ
て
不
正
使
用
さ
れ
て
い
た
疑
い
が
新
聞
報
道
さ
れ
て
以
後
、
こ
の
問
題
に

対
す
る
納
税
者
国
民
の
関
心
は
高
ま
つ
て
い
る
。 

東
大
農
学
部
・
生
物
環
境
制
御
シ
ス
テ
ム
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
」
と
略
す
。
）
に
お
い
て
、
一
九
八
二 

東
大
農
学
部
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
民
間
企
業
に
よ
る
不
正
使
用
問
題
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

東
京
大
学
は
、
学
問
・
研
究
の
府
に
お
け
る
頂
点
の
座
に
あ
り
、
国
民
の
税
負
担
に
由
来
す
る
国
費
に
よ
つ
て

運
営
さ
れ
る
研
究
・
教
育
機
関
で
あ
る
。
従
つ
て
、
そ
の
運
営
は
公
明
正
大
で
あ
り
、
機
能
は
直
接
国
民
に
対
す

る
責
任
を
負
担
し
て
発
揮
さ
れ
る
べ
き
で
、
い
や
し
く
も
民
間
企
業
と
の
癒
着
を
懸
念
さ
れ
る
如
き
不
明
朗
は
い

う
に
及
ば
ず
、
国
費
の
濫
用
、
公
務
員
の
背
任
を
疑
わ
せ
る
如
き
行
為
が
許
さ
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。 

の
た
め
、
衆
議
院
文
教
委
員
会
（
昭
和
六
十
年
六
月
五
日
）
の
質
疑
並
び
に
綿
密
な
資
料
要
求
に
よ
つ
て
、
更
に
追

及
を
重
ね
た
が
、
依
然
と
し
て
事
実
を
隠
そ
う
と
す
る
不
明
確
な
答
弁
と
、
事
実
を
歪
曲
し
た
不
誠
意
き
わ
ま
る

資
料
し
か
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。 

そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
」
に
お
け
る
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
に
よ
る
中
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
不
正

使
用
問
題
は
看
過
し
得
な
い
重
要
性
を
も
ち
、
そ
の
解
明
は
緊
急
を
要
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

一 

機
種
選
定
の
経
緯
に
つ
い
て 

従
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

四 

 



 

(三 )
右
昭
和
五
十
六
年
十
二
月
二
十
五
日
の
打
ち
合
わ
せ
で
、
チ
ャ
ン
バ
ー
制
御
処
理
を
理
由
と
し
て
、

Ａ
Ｃ
Ｏ
Ｓ

3
5
0
の
デ
ィ
ス
ク
（

1
2
7
0
Ｍ
Ｂ
）
、
Ｍ
Ｔ
（
6
2
5
0
Ｂ
Ｐ
Ｉ
二
台
）
、
Ｍ
Ｓ
5
0
の
デ
ィ
ス

ク
（

8
0
Ｍ
Ｂ
）
等
を
削
除
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
Ａ
Ｃ
Ｏ
Ｓ
3
5
0
は
Ｍ
Ｓ

5
0
で
入
力
し
た
画
像
デ
ー 

(二 ) 

導
入
機
種
は
「
チ
ャ
ン
バ
ー
と
結
合
さ
せ
る
」
、
「
昭
和
五
十
七
年
四
月
か
ら
導
入
す
る
」
等
を
条
件
と
し

て
、
昭
和
五
十
六
年
十
月
十
三
日
の
運
営
委
員
会
で
決
定
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
年
十
二
月
二

十
五
日
に
至
つ
て
、
よ
う
や
く
具
体
的
に
「
チ
ャ
ン
バ
ー
と
の
結
合
（
制
御
処
理
）
」
が
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
と
打
ち
合
わ

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
異
常
と
い
う
べ
き
遅
延
の
理
由
は
何
か
。 

(一 ) 
昭
和
五
十
六
年
十
月
十
三
日
の
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
運
営
委
員
会
に
お
い
て
、
シ
ス
テ
ム
の
構
成
は
詳
細
に
決
ま

つ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
第
一
回
要
求
資
料
①
に
示
さ
れ
た
、
「
機
種
決
定
に
つ
い
て
容
量
お
よ
び
付
属
機

器
の
選
定
は
セ
ン
タ
ー
長
に
委
ね
る
」
は
、
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
当
日
の
出
席
者
一
人
一
人
か
ら

会
議
の
状
況
を
聴
取
し
て
回
答
さ
れ
た
い
。 

五 

 



 

(四 ) 

昭
和
五
十
七
年
一
月
二
十
日
、
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
と
打
ち
合
わ
せ
た
際
の
工
程
表
（
第
一
回
要
求
資
料
⑤
）
に
よ
れ

ば
、
Ａ
Ｃ
Ｏ
Ｓ

3
5
0
は
昭
和
五
十
七
年
十
月
ま
で
「
次
機
種
Ａ
Ｃ
Ｏ
Ｓ

3
5
0
の
セ
ン
タ
バ
ッ
チ
」
を
運

用
、
Ｍ
Ｓ50

は
三
月
末
ま
で
に
搬
入
す
る
も
の
の
、
稼
動
は
十
月
か
ら
、
更
に
Ｍ
Ｓ30

に
至
つ
て
は
、 

報
告
」
、
同
年
五
月
七
日
付
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
の
「
現
況
報
告
書
」
、
昭
和
六
十
年
一
月
十
六
日
付
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
回
答
書

を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。 

タ
の
処
理
に
も
不
向
き
と
な
り
、
報
告
書
七
ペ
ー
ジ
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
研
究
者
は
大
型
計
算
機
セ
ン

タ
ー
を
利
用
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
は
な
い
の
か
。 

搬
入
は
五
月
中
旬
で
、
稼
動
は
十
月
か
ら
と
な
つ
て
い
る
。
実
際
の
シ
ス
テ
ム
の
運
用
が
、
ほ
ぼ
こ
の
工
程

表
の
と
お
り
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
昭
和
五
十
七
年
八
月
十
日
付
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
の
「
八
月
、
九
月
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

こ
の
こ
と
自
体
、「
五
十
七
年
四
月
か
ら
の
導
入
」
を
決
定
し
た
五
十
六
年
十
月
十
三
日
の
運
営
委
員
会
の

意
向
に
反
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
経
緯
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
レ
ン
タ
ル
料
は
五
十
七
年
四
月
七
日
か
ら
支 

六 

 



 

(五 ) 

更
に
、
右
に
関
連
し
て
、
実
態
と
し
て
シ
ス
テ
ム
の
納
期
が
六
ヵ
月
遅
れ
た
こ
と
は
、
五
十
七
年
四
月
の

納
期
を
条
件
と
し
た
同
業
他
社
と
の
「
提
案
書
」
に
よ
る
競
争
に
お
い
て
公
平
を
欠
き
、
結
果
と
し
て
、
東
大

は
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
一
社
に
の
み
便
宜
を
与
え
た
こ
と
と
な
る
。
ち
な
み
に
、
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
機
を
決
定
し
た
「
機
種
選
定

理
由
書
」
に
は
、「
Ａ
Ｃ
Ｏ
Ｓ

3
5
0
を
選
定
し
た
の
は
、
同
シ
ス
テ
ム
の
み
が
チ
ャ
ン
バ
ー
と
直
接
結
合
で

き
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
五
十
六
年
十
月
十
三
日
ま
で
の
段
階
で
は
、
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
機
は
他
社
機
と
同
様
、

チ
ャ
ン
バ
ー
に
結
合
で
き
る
と
い
う
提
案
に
な
つ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。 

払
わ
れ
て
い
る
。
本
来
、
支
払
わ
れ
る
べ
き
で
な
い
五
十
七
年
十
月
ま
で
の
半
年
間
の
レ
ン
タ
ル
料
が
支
払

わ
れ
た
こ
と
は
、
既
に
五
十
七
年
一
月
二
十
日
、
工
程
表
作
成
の
時
点
で
、
東
大
側
と
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
側
と
の
間

で
事
前
了
解
さ
れ
て
い
た
も
の
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
事
実
は
ど
う
か
。
然
り
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は

明
ら
か
に
背
任
行
為
で
あ
り
、
弁
明
の
余
地
は
な
い
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

こ
れ
ら
の
こ
と
に
照
ら
し
て
、
東
大
側
が
何
ら
か
の
理
由
で
、「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
に
の
み
格
別
の
便
宜
を
供
与
し 

七 

 



 

(八 ) 

右
一
連
の
経
緯
を
み
る
と
、
機
種
選
定
か
ら
契
約
に
至
る
過
程
に
多
大
の
疑
惑
を
も
た
ざ
る
を
得
な
い
。 

(七 ) 

五
十
七
年
一
月
二
十
日
、
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
と
の
打
ち
合
わ
せ
の
議
事
録
は
な
い
と
の
回
答
で
あ
る
が
、
然
ら

ば
、
契
約
の
内
容
は
ど
う
で
あ
つ
た
の
か
。
Ａ
Ｃ
Ｏ
Ｓ

3
5
0
、
Ｍ
Ｓ

5
0
、
Ｍ
Ｓ

3
0
そ
れ
ぞ
れ
に
如
何

な
る
機
能
を
も
た
せ
、
相
互
の
有
機
的
結
合
は
ど
の
よ
う
に
し
て
い
た
の
か
等
、
契
約
書
以
外
の
了
解
事
項

の
詳
細
を
明
示
さ
れ
た
い
。 

(六 ) 

「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
が
東
大
に
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
の
見
積
価
格
は
、
当
初
の
月
額
レ
ン
タ
ル
料
千
百
六
万
四
千
六 

百
二
十
円
か
ら
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
の
み
と
相
対
で
折
衝
し
た
五
十
七
年
一
月
二
十
日
見
積
の
間
に
、
百
八
万
七
千
百

二
十
円
も
減
額
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
減
額
は
標
準
価
格
に
す
れ
ば
約
四
千
万
円
（
三
十
六
ヵ
月
相
当
分
と
し

て
計
算
）
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
か
。 

導
入
シ
ス
テ
ム
の
検
収
は
、
い
つ
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
し
て
行
つ
た
の
か
、
明
確
に
答
え
ら
れ
た
い
。
ま 

た
も
の
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
釈
明
を
求
め
る
。 

八 

 



 

二 

「
報
告
書
」
に
お
け
る
電
算
機
整
備
の
経
過
に
つ
い
て 

(二 ) 

Ｍ

Ｓ

5
0
の
「
画
像
処
理
標
準
機
能
は
五
十
七
年
四
月
よ
り
稼
動
し
た
」
と
す
る
「
報
告
書
」
の
記
述
は
事
実 

(一 ) 

「
Ａ
Ｃ
Ｏ
Ｓ

3
5
0
は
、
五
十
七
年
四
月
七
日
よ
り
前
機
種
の
サ
ー
ビ
ス
内
容
と
同
等
の
機
能
に
加
え
、

Ｔ
Ｓ
Ｓ
が
稼
動
し
た
」
と
な
つ
て
い
る
が
、
五
十
七
年
五
月
七
日
時
点
で
稼
動
し
て
い
た
の
は
、
セ
ン
タ
ー

バ
ッ
チ
と
セ
ン
タ
ー
内
Ｔ
Ｓ
Ｓ
の
二
機
能
の
み
で
、
こ
れ
ら
は
前
機
種
で
も
サ
ー
ビ
ス
さ
れ
て
い
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
も
、
前
記
一
―

(四 )
の
如
く
Ａ
Ｃ
Ｏ
Ｓ

3
5
0
の
重
要
な
機
能
で
あ
る
図
形
処
理
シ
ス
テ
ム
は
稼

動
し
て
お
ら
ず
、
第
二
回
要
求
資
料
⑭
の
と
お
り
、
四
月
～
六
月
は
シ
ス
テ
ム
構
築
中
で
、
こ
の
二
機
能
に

つ
い
て
学
内
に
公
開
さ
れ
た
の
は
六
月
十
一
日
か
ら
で
あ
る
。
従
つ
て
、「
報
告
書
」
の
記
載
は
事
実
に
反
す

る
の
で
は
な
い
か
。 

に
反
す
る
。
五
十
七
年
一
月
二
十
日
の
工
程
表
で
は
「
五
十
七
年
四
月
よ
り
稼
動
」
と
は
な
つ
て
お
ら
ず
、 

た
、
五
十
七
年
四
月
七
日
か
ら
レ
ン
タ
ル
料
を
支
払
う
こ
と
と
し
た
理
由
は
何
か
。 

九 

 



 

(四 ) 

Ｍ
Ｓ

3
0
に
つ
い
て
、
更
に
「
五
十
七
年
十
月
～
十
一
月
に
故
障
を
含
め
て
多
数
の
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生

し
、
修
理
が
行
わ
れ
た
」
と
の
記
載
が
あ
る
が
、
第
一
回
要
求
資
料
⑧
等
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
当
初
か
ら
の

不
備
で
、
五
十
八
年
十
月
七
日
は
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
議
事
録
で
も
「
信
頼
性
が
な
い
の
で
使
わ
れ
て
い
な
い
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
五
十
八
年
十
一
月
四
日
付
同
議
事
録
で
は
、
湿
度
に
つ
い
て
誤
差
大
で
「
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
ス
情
報
の
欠
落
が
あ
り
、
再
収
集
の
必
要
あ
り
」
と
な
つ
て
い
る
。 

(三 ) 

Ｍ
Ｓ

3
0
は
「
六
月
頃
ま
で
に
チ
ャ
ン
バ
ー
配
線
作
業
が
完
了
し
稼
動
を
開
始
し
た
」
と
な
つ
て
い
る
が
、

前
記
工
程
表
や
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
の
八
月
十
日
付
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
表
に
よ
る
と
搬
入
が
五
月
中
旬
で
、
チ
ャ
ン
バ
ー

と
の
結
合
テ
ス
ト
は
九
月
か
ら
、
そ
し
て
稼
動
は
十
月
か
ら
と
予
定
さ
れ
て
い
た
。「
報
告
書
」
の
記
載
は
事

実
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。 

Ｍ
Ｓ

5
0
の
単
体
テ
ス
ト
が
始
ま
つ
た
の
は
五
十
七
年
八
月
か
ら
で
、
稼
動
は
十
月
か
ら
と
予
定
さ
れ
て
い

た
。
弁
明
さ
れ
た
い
。 

一
〇 

 



 

三 

電
算
機
の
利
用
状
況
に
つ
い
て
「
報
告
書
」
は
「
Ｍ
Ｓ
3
0
は
常
時
利
用
さ
れ
、
Ｍ
Ｓ

5
0
も
か
な
り
使
わ
れ

て
お
り
、
と
く
に
問
題
は
な
い
」
と
な
つ
て
い
る
が
、
Ｍ
Ｓ

3
0
は
前
記
の
よ
う
に
、
五
十
八
年
十
月
の
時
点 

(五 ) 

多
摩
農
場
か
ら
の
デ
ー
タ
入
力
は
、
「
通
信
回
線
確
保
の
た
め
に
稼
動
が
一
年
遅
れ
た
」
と
す
る
「
報
告
書
」

の
記
述
は
誤
り
で
あ
り
、
第
一
回
要
求
資
料
⑪
に
よ
れ
ば
、
既
に
レ
ン
タ
ル
開
始
直
前
の
五
十
七
年
四
月
五

日
か
ら
、
農
場
、
「
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
」
と
も
に
デ
ー
タ
端
末
用
電
話
が
設
置
さ
れ
、
料
金
も
支
払
わ
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
国
費
の
濫
用
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

こ
の
こ
と
は
、
Ｍ
Ｓ

3
0
は
当
初
か
ら
使
用
に
耐
え
な
か
つ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
現
在
に
お
い
て

も
、
精
度
、
信
頼
性
に
お
い
て
欠
陥
が
解
消
さ
れ
て
い
な
い
疑
い
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
所
見
を
示

さ
れ
た
い
。 

ま
た
、
第
二
回
要
求
資
料
④
（
五
十
七
年
五
月
七
日
付
現
況
報
告
）
で
は
、
こ
の
原
因
を
回
線
用
フ
ァ
ー
ム

ウ
ェ
ア
に
あ
り
、
と
し
て
い
る
が
事
実
に
相
違
な
い
か
。 

一
一 

 



 

四 

「
報
告
書
」
で
は
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
相
談
等
の
た
め
の
支
援
Ｓ
Ｅ
は
「
Ａ
Ｃ
Ｏ
Ｓ

3
5
0
に
対
し
て
昭

和
五
十
七
年
十
月
以
降
派
遣
さ
れ
て
き
て
い
た
が
…
サ
ー
ビ
ス
の
依
頼
は
少
な
か
つ
た
」
と
な
つ
て
い
る
が
、

五
十
七
年
十
月
五
日
～
十
一
月
十
九
日
ま
で
の
Ｓ
Ｅ
サ
ー
ビ
ス
の
案
内
が
出
さ
れ
た
以
外
は
「
Ｃ
Ｅ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
」
か

ら
案
内
は
な
く
、
支
援
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
記
録
も
な
い
と
い
う
の
が
大
学
側
の
回
答
で
あ
る
。
支
援
サ
ー

ビ
ス
依
頼
者
も
い
な
い
の
に
、
連
日
Ｓ
Ｅ
を
空
費
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
実

態
と
し
て
Ｓ
Ｅ
支
援
は
な
か
つ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
明
確
な
釈
明
を
求
め
る
。 

五 

業
界
の
常
識
と
し
て
、
業
務
に
際
し
て
は
必
ず
事
前
に
東
大
か
ら
の
依
頼
文
書
と
、
そ
れ
を
受
け
て
双
方
担 

間
八
時
間
程
度
と
い
う
低
利
用
と
な
つ
て
い
る
。
そ
の
原
因
を
説
明
さ
れ
た
い
。 

で
、
既
に
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
議
事
録
に
精
度
と
信
頼
性
に
問
題
あ
り
と
記
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
り
、
そ
の
後
も
本
来

の
機
能
を
発
揮
し
て
い
な
い
模
様
で
あ
る
。
現
在
の
実
態
を
詳
細
に
報
告
さ
れ
た
い
。 

第
二
回
要
求
資
料

○21
及
び

○22
に
よ
れ
ば
、
五
十
八
年
四
月
以
降
は
月
平
均
の
利
用
者
二
～
三
人
で
、
使 

一
二 

 



 

六 

「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
回
答
文
書
（
六
〇
・
一
・
一
六
）
に
よ
る
と
「
Ｏ
Ａ
化
実
験
」
は
セ
ン
タ
ー
長
の
依
頼
に
よ
る
と
な
つ

て
い
る
が
、
事
実
と
し
て
の
裏
づ
け
を
明
示
せ
よ
。 

当
者
の
打
ち
合
わ
せ
が
あ
つ
て
着
手
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
今
回
の
如
く
、
担
当
者
間
に
何
ら
記
録
が
残

つ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
う
な
業
務
依
頼
は
な
か
つ
た
と
み
ざ
る
を
得
な
い
。
「
Ｎ

Ｅ
Ｃ
」
が
「
報
告
書
」
に
述
べ
る
よ
う
に
、
延
べ
十
六
ヵ
月
、
三
百
三
十
二
人
も
の
社
員
を
投
入
し
て
業
務
に
就
か

せ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
説
明
を
求
め
る
。 

国
立
大
学
設
置
の
研
究
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
、
民
間
業
者
が
一
技
官
の
口
頭
依
頼
を
根
拠
と
し
て
、
こ
の

よ
う
に
長
期
、
大
量
に
使
用
し
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
の
使
用
は
不
正
を
疑
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
文
部
省
の
所
見
は
ど
う
か
。 

こ
の
Ｏ
Ａ
化
完
成
の
上
は
、
再
度
Ｎ
Ｅ
Ｃ
シ
ス
テ
ム
に
更
新
す
る
心
算
で
あ
つ
た
の
か
否
か
。
仮
に
他
社
シ

ス
テ
ム
に
変
え
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
出
費
が
無
駄
に
な
る
こ
と
も
考
慮
し
た
の
か
否
か
。 

一
三 

 



 

九 

第
二
回
要
求
資
料

○24
の
電
算
機
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
、
専
門
家
の
鑑
定
に
よ
れ
ば
、
「
Ｎ

1
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
ソ

フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
否
と
す
る
な
ら
釈
明
を
求
め
る
。 

八 

第
二
回
要
求
資
料
⑲
の
電
算
機
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
、
専
門
家
の
鑑
定
に
よ
れ
ば
、
大
阪
酸
素
工
業
株
式
会
社

の
業
務
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
弁
明
の
余
地
あ
り
や
。 

七 
第
二
回
要
求
資
料
⑨
の
五
十
七
年
十
月
～
十
一
月
の
コ
ン
ソ
ー
ル
ジ
ャ
ー
ナ
ル
を
含
む
電
算
機
ア
ウ
ト
プ
ッ

ト
は
、
専
門
家
の
鑑
定
に
よ
れ
ば
東
洋
大
学
入
試
用
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
具
体
的

な
反
論
と
そ
の
裏
づ
け
あ
り
や
。 

十 

右
の
こ
と
及
び
六
十
年
一
月
十
六
日
付
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
提
出
資
料
、
計
算
機
使
用
ノ
ー
ト
を
見
る
と
き
、
第
二
回 

要
求
資
料
⑪
に
述
べ
ら
れ
る
葛
西
裕
之
氏
は
、
五
十
九
年
十
一
月
の
十
九
日
間
は
「
Ｎ

1
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
開
発

業
務
に
従
事
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
報
告
書
」
十
五
ペ
ー
ジ
表

5
に

記
さ
れ
る
通
常
業
務
に
従
事
し

て
い
た
云
々
は
事
実
に
反
す
る
。
明
確
な
回
答
を
求
め
る
。 

一
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十
四 

「
報
告
書
」
で
は
昭
和
五
十
八
年
十
月
か
ら
五
十
九
年
五
月
に
わ
た
つ
て
、
一
研
究
課
題
に
よ
る
約
一
、
八 

十
三 

「
報
告
書
」
作
成
に
当
た
つ
て
現
存
す
る
約
三
万
枚
の
穿
孔
カ
ー
ド
は
、
打
ち
出
し
て
検
討
し
た
か
否
か
。 

十
二 

「
報
告
書
」
作
成
に
当
た
つ
て
、
現
存
す
る
磁
気
テ
ー
プ
は
す
べ
て
そ
の
内
容
を
打
ち
出
し
て
検
討
し
た
も 

十
一 
「
報
告
書
」
作
成
に
当
た
つ
て
、
現
存
す
る
デ
ィ
ス
ク
パ
ッ
ク
に
つ
い
て
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
が
業
務
用
に
使
用
し
た 

の
か
否
か
。
未
着
手
で
あ
る
な
ら
ば
、
至
急
正
確
に
検
討
の
上
、
内
容
を
開
示
さ
れ
た
い
。 

七
五
時
間
（
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ
メ
ー
タ
ー
時
間
）
の
利
用
が
あ
り
、
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
使
用
は
八
五
時
間
で
あ
つ
た
と
し
て
い
る

が
、
実
際
の
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ
メ
ー
タ
ー
時
間
は
一
、
八
二
七
時
間
に
過
ぎ
ず
、
更
に
、
こ
の
間
に
は
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
社
員

二
百
二
人
も
使
用
し
て
い
る
の
で
、「
報
告
書
」
の
一
、
八
七
五
時
間
の
使
用
は
あ
り
得
な
い
。
こ
れ
に
関
し
て 

至
急
明
示
さ
れ
た
い
。 

と
見
ら
れ
る
部
分
は
、
そ
の
内
容
を
打
ち
出
し
て
検
討
し
た
も
の
か
否
か
。
未
検
討
で
あ
る
な
ら
ば
、
至
急
そ

の
内
容
を
打
ち
出
し
、
検
討
の
上
明
示
さ
れ
た
い
。 

一
五 

 



 

十
六 

第
一
回
要
求
資
料
⑨
に
五
十
七
年
四
月
五
日
付
の
定
期
保
守
を
行
つ
た
旨
の
報
告
が
あ
り
、
四
宮
技
官
の

承
認
印
が
押
さ
れ
て
い
る
が
、
当
日
は
未
だ
搬
入
直
後
で
、
レ
ン
タ
ル
開
始
以
前
で
あ
つ
た
か
ら
、
こ
の
時
点 

十
五 

前
記
質
疑
の
際
、
Ａ
Ｃ
Ｏ
Ｓ

3
5
0
と
別
機
種
で
あ
る
Ｍ
Ｓ

5
0
及
び
Ｍ
Ｓ

3
0
の
使
用
時
間
を
示
す
数

字
を
不
正
に
書
き
加
え
た
点
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
後
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
た
か
。 

ま
た
、
五
十
七
年
四
月
の
電
算
機
使
用
時
間
通
知
書
（
第
一
回
要
求
資
料
⑩
）
で
は
、
Ｍ
Ｓ
3
0
の

使

用

時

間

が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
同
機
は
当
時
未
だ
搬
入
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
単
に

ず
さ
ん
と
い
う
よ
り
も
、
悪
意
に
満
ち
た
文
書
偽
造
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
弁
明
し
う
る
余
地
あ
り
や
。 

六
十
年
五
月
七
日
付
「
農
学
部
長
見
解
」
等
、
関
連
資
料
の
訂
正
発
表
（
大
学
内
、
報
道
機
関
な
ど
配
布
先
に

対
し
て
）
を
す
べ
き
で
あ
る
。
い
つ
、
い
か
な
る
訂
正
発
表
を
行
つ
た
か
、
伺
い
た
い
。 

は
さ
き
の
質
疑
（
衆
・
文
教
委
・
六
月
五
日
）
の
際
指
摘
し
、
大
学
当
局
は
そ
の
後
、
指
摘
し
た
点
の
誤
り
を
認

め
て
い
る
。
こ
の
点
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
の
使
用
時
間
を
過
少
に
示
す
結
果
と
な
つ
た
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
。 

一
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一
七 

で
定
期
保
守
を
行
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。 

前
項
同
様
、
ず
さ
ん
と
い
う
以
上
に
、
明
ら
か
な
文
書
偽
造
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
事
実
に
即
し
た
釈
明

を
求
め
る
。 

十
七 

第
二
回
要
求
資
料
⑮
の
五
十
七
年
五
月
二
十
一
日
の
日
本
語
処
理
及
び
五
十
七
年
九
月
二
十
九
日
の
ア
ラ

ビ
ア
文
字
処
理
の
た
め
の
使
用
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
か
。 

右
質
問
す
る
。 


